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聖籠町告示第１４号 

 聖籠町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱を次のように定める。 

  平成３１年２月２８日 

                       聖籠町長 西脇 道夫   

   聖籠町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条  この告示は、新生児（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第６ 

条第５項に規定する新生児をいう。以下同じ。）の聴覚障害の早期発見及び早

期療育を図るために新生児の聴覚検査費を助成することについて、聖籠町補

助金等交付規則（平成２３年聖籠町規則第３３号）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条  助成の対象者は、次条に規定する聴覚検査を受けた新生児の保護者で 

あって、当該検査日において、町内に住所を有するものとする。 

（検査の実施） 

第３条  助成の対象となる聴覚検査は、次に掲げる検査であって、新生児期の 

入院中又は外来において実施するものとする。 

（１） 自動聴性脳幹反応検査 

（２） 耳音響放射検査 

（助成金の額） 

第４条  助成金の額は、聴覚検査に要した費用（再検査及び精密検査以降に係 

る経費を除く。）に対して、６，０００円を上限とする。ただし、検査の費用

がこれに満たないときは、その額とする。 

（助成の申請） 

第５条  助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、原則として 

聴覚検査を受けた日から６か月以内に、聖籠町新生児聴覚検査費助成申請書

（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければなら

ない。 

（１） 医療機関が発行する領収書 

（２） 母子健康手帳（聴覚検査の結果が確認できるもの）の写し 
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（助成金の交付決定等） 

第６条  町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、 

適当と認めたときは、聖籠町新生児聴覚検査助成金交付決定通知書（別記様

式第２号）により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。 

（その他） 

第７条  この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成３１年４月１日から施行し、同日以降に出生した新生児の

聴覚検査から適用する。 
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